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参考資料① 品川区まちづくりマスタープラン策定検討体制 
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まちづくり課題図を囲んでの議論の様子（第３回まちづくりマスタープラン策定委員会） 
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参考資料② 品川区まちづくりマスタープラン策定委員会設置要綱 

 

制定 平成２３年４月１１日 区長決定要綱第６１号 

改定 平成２４年３月２２日 部長決定要綱第８１号 

 

【設置】 

第１条 都市計画法第 18 条の 2 第１項の規定に基づく品川区における都市計画に関する

基本的な方針（「品川区市街地整備基本方針（平成 13 年 3 月策定）」）および品川区

住宅基本条例第 6 条第 1 項に基づく品川区における住宅政策に関する基本計画（「品川

区住宅マスタープラン（平成 13 年 3 月策定）」）を改定し、まちづくりを総合的に包

括した計画（以下、「品川区まちづくりマスタープラン」という。）を策定するため、

品川区まちづくりマスタープラン策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置す

る。 

【所掌事務】 

第２条 策定委員会は、品川区まちづくりマスタープランの策定に関する事項を審議し、

その結果を区長に報告する。 

【組織】 

第３条 策定委員会は、委員 15 人以内をもって組織する。 

【委員】 

第４条 策定委員会は、次の各号に掲げる者のうちから当該各号に掲げる人数の範囲内で

区長が委嘱する。 

 (1) 学識経験者 （３人） 

 (2) 別表１に掲げる区内の関係団体の代表者 （９人） 

 (3) 公募区民 （２人） 

 (4) 区職員 （１人） 

 (5) その他区長が認める者 （前条に掲げる人数から、第１号から前号までの規定に

より委嘱された人数を減じた人数） 

２ 委員の任期は、区長が委嘱した日から品川区まちづくりマスタープラン策定が完了す

る日までとする。ただし、前項第２号の既定により委嘱された委員の任期は、それぞれ

の役職の任命期間と当該品川区まちづくりマスタープラン策定が完了する日のいずれか

早い方の日までとする。 

【委員長および副委員長】 

第５条 委員会に委員長および副委員長を各 1 名置く。 

２ 委員長および副委員長は、委員のうちから区長が指名する。 

３ 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 
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【会議】 

第６条 会議は、委員長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところに

よる。 

４ 策定委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め 

て意見を聴き、または資料の提出を求めることができる。 

【会議の公開】 

第７条  委員会の会議は、公開とする。ただし、委員長が特に支障があると認めた 

時は、この限りではない。 

【会議の傍聴】 

 第８条  会議を傍聴しようとする者（以下「傍聴人」という。）は次の事項を守らなけ

ればならない。 

(1) 会議における言論に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。 

(2) 前号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような 

行為をしないこと。 

２ 傍聴人が前項各号の規定に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に 

従わないときはこれを退場させることができる。 

【庁内検討委員会】 

第９条 策定委員会に、具体的事項を調査するため、品川区まちづくりマスタープラン庁

内検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置する。 

２ 検討委員会の委員は、区職員のうち別表２に掲げる職にあるものにより構成する。 

【庶務】 

第１０条 策定委員会の庶務は、都市環境事業部都市計画課において処理する。 

【その他】 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成２３年４月１１日から適用する。 

２ この要綱は、品川区まちづくりマスタープランの策定が完了した日にその効力を失う。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から適用する。 
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別 表１（第４条関係） 

区内関係団体の名称 

東京商工会議所品川支部 

区政協力委員会 

社団法人 東京都宅地建物取引業協会 

連合品川地区協議会 

品川区商店街連合会 

社会福祉法人 品川区社会福祉協議会 

品川区町会連合会 

品川区工場協会連合会 

社団法人 東京都建築士事務所協会品川支部 

 

別 表２（第９条関係） 

行財政改革担当課長 企画部 

施設整備課長 

協働・国際担当課長 

文化スポーツ振興課長 

商業・観光課長 
地域振興事業部 

ものづくり・経営支援課長 

高齢者福祉課長 

高齢者いきがい課長 健康福祉事業部 

障害者福祉課長 

都市環境事業部長 

都市計画課長 

住宅担当課長 

マスタープラン担当課長 

都市開発課長 

建築課長 

都市環境事業部 

環境課長 

防災まちづくり事業部長 

土木管理課長 

交通安全担当課長 

道路課長 

用地担当課長 

公園課長 

河川下水道課長 

防災課長 

防災整備担当課長 

防災まちづくり事業部 

防災計画担当課長 
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参考資料③ 品川区まちづくりマスタープラン庁内検討委員会設置要領 

 

制定  平成２３年６月  １日  部長決定 

改正  平成２４年３月２２日  部長決定 

（目的） 

第１条  本要領は、品川区まちづくりマスタープラン策定委員会設置要綱（平成２３年品川区要

綱第６１号。以下「要綱」という。）第９条第１項の規定により、品川区まちづくりマスタ

ープラン策定委員会（以下「策定委員会」という。）に設置する品川区まちづくりマスター

プラン庁内検討委員会（以下「検討委員会」という。）の所掌事項、組織等を定めることに

より、検討委員会の円滑な運営を図ることを目的とする。 

 

（所掌事務） 

第２条  検討委員会は、品川区まちづくりマスタープラン策定に当たり、以下の事項について調

査する。 

（１）都市の現状および課題 

（２）策定方針、目標・理念、分野別方針 

（３）地区別方針 

（４）区民意向 

（５）その他委員長が必要と認める事項 

２  検討委員会の委員は、前項の具体的事項の調査を円滑に進めるため、策定委員会に出席し、

策定委員会事務局とともに、情報提供および報告等を行うものとする。 

 

（組織） 

第３条  検討委員会は、要綱別表２に掲げる委員で構成する。 

２  検討委員会の委員長は、都市計画事業部長が務めるものとする。 

３  委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。 

４  検討委員会は、委員長が招集する。 

５  委員長に事故のあるときは、防災まちづくり事業部長がその職務を代行する。 

６  委員長は、第１項に定めるもののほか、必要と認めるものを検討委員会に出席させることが

出来る。 

 

（任期） 

第４条  委員の任期は、品川区まちづくりマスタープランの策定が完了する日までとする。 

（庶務） 

第５条  検討委員会の庶務は、都市環境事業部都市計画課において処理する。 
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（その他） 

第６条  この要領に定めるもののほか、検討委員会の運営に関して、必要な事項は委員長が別に

定める。 

 

附  則  この要領は、平成２３年６月１日から適用する。 

附  則  この要領は、平成２４年４月１日から適用する。 

 

（参考） 

品川区まちづくりマスタープラン策定委員会設置要綱（平成２３年品川区要綱第８１号）別表２ 

行財政改革担当課長 
企画部 

施設整備課長 

協働・国際担当課長 

文化スポーツ振興課長 

商業・観光課長 
地域振興事業部 

ものづくり・経営支援課長 

高齢者福祉課長 

高齢者いきがい課長 健康福祉事業部 

障害者福祉課長 

都市環境事業部長 

都市計画課長 

住宅担当課長 

マスタープラン担当課長 

都市開発課長 

建築課長 

都市環境事業部 

環境課長 

防災まちづくり事業部長 

土木管理課長 

交通安全担当課長 

道路課長 

用地担当課長 

公園課長 

河川下水道課長 

防災課長 

防災整備担当課長 

防災まちづくり事業部 

防災計画担当課長 
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参考資料④ 品川区まちづくりマスタープラン策定委員名簿 

 

 

 

分 野 役 職 氏 名 所 属 

委員長 越
こし

澤
ざわ

 明
あきら

 北海道大学大学院 教授 

副委員長 野澤
の ざ わ

 康
やすし

 工学院大学 教授 
学識経験者 

（３名） 

委員 早川
はやかわ

 誠
まこと

 立正大学 教授 

委員 大山
おおやま

 忠一
ただかず

 東京商工会議所品川支部 会長 

大山
おおやま

 忠一
ただかず

 

（平成 24 年 7 月まで） 
品川区工場協会連合会 会長 

委員 
中村
なかむら

 義
よし

輝
てる

 

（平成 24 年 7 月より） 
品川区工場協会連合会 会長代行 

委員 区政協力委員会協議会 会長 

委員 

小島
こ じ ま

 秀男
ひ で お

 

（平成 24 年 5 月まで） 

髙
たか

林
ばやし

 正敏
まさとし

 

（平成 24 年 5 月より） 品川区町会連合会 会長 

藤村
ふじむら

 忠志
た だ し

 

（平成 24 年 4 月まで） 

社団法人 東京都宅地建物取引業協会 

品川区支部 支部長代行 
委員 

飯野
い い の

 郁男
い く お

 

（平成 24 年 4 月より） 

公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会

品川区支部 支部長 

委員 緑 川
みどりかわ

 秀
ひで

勝
かつ

 
日本労働組合総連合会東京都連合会 

(連合東京) 品川地区協議会 事務局長 

委員 浦山
うらやま

 嗣
つぎ

雄
お

 品川区商店街連合会 会長 

石井
い し い

 傅
でん

一郎
いちろう

 

（平成 24 年 7 月まで） 
社会福祉法人 品川区社会福祉協議会 会長

委員 
木下
きのした

 徹
とおる

 

（平成 24 年 7 月より） 

社会福祉法人 品川区社会福祉協議会 

会長代行 常務理事 

区内関係団体 

（９団体） 

委員 佐藤
さ と う

 政夫
ま さ お

 
社団法人 東京都建築士事務所協会 

品川支部 支部長 

委員 池田
い け だ

 善
よし

俊
とし

 公募区民 
区民 

（２名） 
委員 高村

たかむら

 幸弘
よしひろ

 公募区民 

品川区 

（１名） 
委員 本間

ほ ん ま

 敏明
としあき

 副区長 
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参考資料⑤ 品川区まちづくりマスタープラン策定経過 

 
平成 23 年 6 月 13 日 

平成 23 年 6 月 17 日 

～6月 30 日 

平成 23 年 7 月 19 日 

 

平成 23 年 8 月 19 日 

平成 23 年 8 月 26 日 

 

平成 23 年 10 月 25 日 

平成 23 年 11 月 2 日 

平成 23 年 11 月 8 日 

平成 23 年 11 月 14 日 

平成 23 年 11 月 15 日 

平成 23 年 11 月 22 日 

平成 23 年 12 月 9 日 

 

平成 24 年 1 月 16 日 

平成 24 年 1 月 17 日 

平成 24 年 1 月 23 日 

平成 24 年 3 月 26 日 

 

平成 24 年 5 月 8日 

平成 24 年 5 月 14 日 

平成 24 年 9 月 3日 

平成 24 年 9 月 28 日 

 

平成 24 年 10 月 15 日 

平成 24 年 10 月 23 日､ 

      11 月 5 日 

平成 24 年 11 月 2 日 

～ 12 月 11 日 

平成 24 年 11 月 10 日 

平成 24 年 11 月 12 日 

～ 12 月 11 日 

平成 24 年 12 月 26 日 

 

平成 25 年 1 月 15 日 

平成 25 年 1 月 21 日 

平成 25 年 2 月下旬 

 

第１回品川区まちづくりマスタープラン庁内検討委員会 

区民まちづくりアンケートの実施 

 

【第１回】品川区まちづくりマスタープラン策定委員会 

 ・委員委嘱、検討体制、現場視察 

第２回品川区まちづくりマスタープラン庁内検討委員会 

【第２回】品川区まちづくりマスタープラン策定委員会 

 ・市街地形成のあゆみ、区の現状、まちづくりの成果 

区政モニター集会（区の現状、まちづくりの成果） 

第１回生活道路専門部会（庁内検討委員会の下部組織） 

第１回都市構造専門部会（庁内検討委員会の下部組織） 

第２回生活道路専門部会 

第２回都市構造専門部会 

第３回品川区まちづくりマスタープラン庁内検討委員会 

【第３回】品川区まちづくりマスタープラン策定委員会 

 ・区民アンケート結果、全体計画骨子案 

品川区都市計画審議会（計画骨子案報告） 

住まい・住生活専門部会（庁内検討委員会の下部組織） 

品川区議会建設委員会（計画骨子案報告） 

【第４回】品川区まちづくりマスタープラン策定委員会 

 ・全体計画素案（中間取りまとめ） 

品川区都市計画審議会（中間取りまとめ案報告） 

品川区議会建設委員会（中間取りまとめ案報告） 

第４回品川区まちづくりマスタープラン庁内検討委員会 

【第５回】品川区まちづくりマスタープラン策定委員会 

・まちづくりマスタープラン素案 

品川区都市計画審議会（素案報告） 

品川区議会建設委員会（素案報告) 

 

素案について東京都への意見照会と回答 

 

品川区まちづくり講演会（素案概要説明） 

素案パブリックコメント 

 

【第６回】品川区まちづくりマスタープラン策定委員会 

 ・パブリックコメント実施報告、最終案 

品川区都市計画審議会 予定 

品川区議会建設委員会 予定 

品川区まちづくりマスタープラン公表 予定 

○策定について都知事宛て通知 

 


